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海外労働事情

<Focus1>
中国の賃金体系と最低賃金制度

― 第１２回北東アジア労働フォーラムから
国際研究部

賃
金
体
系
の
概
況

　

中
国
企
業
の
賃
金
は
経
済
的
収
益
や
市
場

の
労
働
力
価
格
に
よ
っ
て
調
節
さ
れ
る
。
企

業
は
自
主
的
分
配
権
を
持
ち
、
大
部
分
の
企

業
が
職
務
給
を
中
心
と
す
る
分
配
制
度
を
実

行
し
、
経
営
者
に
つ
い
て
は
年
俸
制
を
採
用

し
て
い
る
。
全
国
の
全
て
の
省
、
自
治
区
、

直
轄
市
で
最
低
賃
金
基
準
を
設
定
し
、
賃
金

引
き
上
げ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
し
て
い
る
。

　

公
務
員
の
基
本
給
は
、
職
務
給
と
等
級
給

の
二
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
る
。
国
は
、
公

務
員
と
企
業
の
従
業
員
の
賃
金
所
得
水
準
調

査
を
定
期
的
に
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ

き
、
国
民
経
済
、
財
政
、
物
価
水
準
等
の
状

況
を
考
慮
し
て
、
公
務
員
の
賃
金
水
準
を
適

時
調
整
す
る
。
年
度
の
業
績
審
査
に
合
格
す

る
と
、
年
末
に
賞
与
が
一
括
支
給
さ
れ
る
。

　

事
業
組
織
（
公
益
目
的
の
た
め
に
国
家
機

関
が
設
立
す
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
組
織
）
の
従

業
員
の
基
本
給
も
職
務
給
と
等
級
給
の
二

つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
他
に
業
績
給

や
手
当
な
ど
が
あ
る
。
国
は
、
事
業
組
織
の

業
績
給
予
算
の
総
額
を
管
理
し
、
事
業
組
織

は
審
査
、
決
定
さ
れ
た
業
績
給
総
額
の
範
囲

内
で
分
配
の
自
主
権
を
行
使
す
る
。

賃
金
所
得
水
準
の
状
況

　

二
〇
一
三
年
の
農
村
住
民
一
人
当
た
り

の
純
所
得
は
八
八
九
六
元
（
前
年
比
一
二
・

四
％
増
）
で
、
物
価
上
昇
分
を
差
し
引
い
た

実
質
増
加
率
は
九
・
三
％
で
あ
っ
た
。
都
市

部
住
民
一
人
当
た
り
の
可
処
分
所
得
は
二

万
六
九
五
五
元
（
前
年
比
九
・
七
％
増
）
で
、

実
質
増
加
率
は
七
・
〇
％
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
三
年
の
全
国
の
都
市
部
非
民
間

組
織
の
就
業
者
の
平
均
年
収
は
五
万
一
四

七
四
元
（
前
年
比
一
〇
・
一
％
増
）
で
、
実

質
増
加
率
は
七
・
三
％
で
あ
っ
た
（
図
１
）。

四
大
地
域
別
に
見
る
と
、
東
部
五
万
八
五
六

三
元
（
前
年
比
九
・
六
％
増
）、
西
部
四
万

六
九
六
六
元
（
同
一
一
・
九
％
増
）、
東
北

四
万
三
四
三
八
元
（
同
一
〇
・
七
％
増
）、

中
部
四
万
二
七
六
七
元
（
同
六
・
六
％
増
）

で
あ
っ
た
。

　

産
業
別
に
み
る
と
、
金
融
業
九
万
九
六
五

九
元
（
全
国
平
均
の
一
・
九
四
倍
）、
情
報

通
信
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
Ｉ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
業

九
万
九
二
六
元
（
同
一
・
七
七
倍
）、
科
学

研
究
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
七
万
六
六
〇
三
元

（
同
一
・
四
九
倍
）
が
高
く
、
農
林
畜
産
漁

業
二
万
五
八
二
〇
元（
全
国
平
均
の
五
〇
％
）、

ホ
テ
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン
業
三
万
四
〇
四
三
元

（
同
六
六
％
）、
水
利
・
環
境
・
公
共
施
設

管
理
業
三
万
六
一
二
二
元
（
同
七
〇
％
）
が

低
い
。

　

企
業
の
登
録
形
態
別
に
見
る
と
、
外
資
企

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

21

18

15

12

9

6

3

0

年份

（%）（元）

平均年収 名目増加率

12.2

16.1

14.2
12.9 14.0

14.3

14.6

18.5
16.9

11.6

13.3
14.4

11.9

10.1

図１　都市部の非民間組織就業者の平均年収
および名目増加率

　

中
国
に
お
け
る
賃
金
制
度
の
基
本
的
状
況
と
そ
の
発
展
の
趨
勢

�

中
国
人
力
資
源
・
社
会
保
障
部　

労
働
賃
金
研
究
所　

副
所
長　

楊　

黎
明

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
は
二
○
一
四
年
九
月
二
六
日
、
中
国
労
働

保
障
科
学
研
究
院
（
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｓ
）、
韓
国
労
働
研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）
と
「
北
東
ア
ジ
ア
労
働

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
東
京
で
共
催
し
た
。
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
日
本
と
中
国
、
韓
国
の
労
働
政

策
研
究
機
関
が
相
互
に
共
通
す
る
課
題
を
テ
ー
マ
に
毎
年
持
ち
回
り
で
開
催
し
て
い
る
。
第

一
二
回
目
の
今
回
は
、「
最
近
の
賃
金
動
向
と
最
低
賃
金
制
度
」
を
テ
ー
マ
に
、
各
研
究
機
関

の
研
究
者
等
が
報
告
す
る
と
と
も
に
、
討
論
を
実
施
し
た
。
そ
の
う
ち
中
国
の
二
つ
の
報
告

の
概
要
を
紹
介
す
る
。

資料出所：中国国家統計局
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業
の
平
均
年
収
が
六
万
三
一
七
一
元
（
全
国

平
均
の
一
・
二
三
倍
）
で
も
っ
と
も
高
く
、

次
い
で
、
株
式
有
限
公
司
六
万
一
一
四
五
元

（
同
一
・
一
九
倍
）、
国
有
組
織
五
万
二
六

三
五
元
（
同
一
・
〇
二
倍
）
の
順
に
高
い
（
表

１
）。
平
均
年
収
の
最
低
は
集
団
所
有
制
組

織
の
三
万
八
九
〇
四
元（
同
七
六
％
）で
あ
っ

た
。

　

二
〇
一
三
年
の
全
国
の
都
市
部
民
間
組
織

の
就
業
者
の
平
均
年
収
は
三
万
二
七
〇
六
元

（
前
年
比
一
三
・
八
％
増
）
で
、
実
質
増
加

率
は
一
〇
・
九
％
で
あ
っ
た
（
図
２
）。
四

大
地
域
別
に
み
る
と
、
東
部
三
万
五
八
四
七

元
（
前
年
比
一
三
・
五
％
増
）、
西
部
三
万

四
五
四
元
（
同
一
六
・
〇
％
増
）、
東
北
二

万
八
七
三
七
元
（
同
一
四
・
二
％
増
）、
中

部
二
万
七
一
四
九
元
（
同
一
四
・
三
％
増
）

で
あ
っ
た
。

　

産
業
別
に
み
る
と
、
情
報
通
信
・
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
・
Ｉ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
業
四
万
四
〇
六
〇

元
（
全
国
平
均
の
一
・
三
五
倍
）、科
学
研
究
・

技
術
サ
ー
ビ
ス
業
四
万
二
八
五
四
元（
同
一
・

三
一
倍
）、金
融
業
三
万
七
二
五
三
元（
同
一
・

一
四
倍
）
が
高
く
、
農
林
畜
産
漁
業
二
万
四

六
四
五
元（
全
国
平
均
の
七
五
％
）、ホ
テ
ル
・

レ
ス
ト
ラ
ン
業
二
万
七
三
五
二
元
（
同
八

四
％
）、住
民
サ
ー
ビ
ス
・
修
理
・
そ
の
他
サ
ー

ビ
ス
二
万
七
四
八
三
元
（
同
八
四
％
）
が
低

い
。

所
得
格
差
の
拡
大
と
不
公
正
な
所
得
分
配

　

中
国
は
、
①
都
市
と
農
村
の
発
展
格
差
、

所
得
分
配
の
格
差
が
依
然
と
し
て
大
き
い
こ

と
、
②
産
業
・
地
域
・
グ
ル
ー
プ
間
の
賃
金

所
得
格
差
が
大
き
い
こ
と
、
③
最
低
賃
金
基

準
が
比
較
的
低
く
、
多
く
の
労
働
者
の
賃
金

上
昇
が
経
済
成
長
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
こ

と
―
―
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
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表1　登録形態別都市部非民間組織
就業者の平均年収

単位：元，%
登録形態 2012年 2013年 名目増加率

合計 46,769 51,474 10.1 
国有 48,357 52,635 8.8 
集団 33,784 38,904 15.2 
株式合作 43,433 48,631 12.0 
共同経営 42,083 43,973 4.5 
有限責任公司 41,860 46,717 11.6 
株式有限公司 56,254 61,145 8.7 
その他内資 34,694 38,306 10.4 
香港・マカオ・台湾資本 44,103 49,961 13.3 
外資 55,888 63,171 13.0

図２　都市部民間組織就業者の平均年収
および名目増加率

　

中
国
の
最
低
賃
金
制
度
の
状
況
と
発
展
の
新
た
な
趨
勢

�

中
国
人
力
資
源
・
社
会
保
障
部　

労
働
賃
金
研
究
所　

研
究
員　

馬　

小
麗

最
低
賃
金
の
状
況

　

中
国
政
府
は
、
二
〇
〇
四
年
に
「
最
低
賃

金
規
定
」
を
公
布
し
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
、

三
一
の
省
・
自
治
区
・
直
轄
市
が
最
低
賃
金

制
度
を
導
入
し
、
月
額
お
よ
び
時
間
当
た
り

の
最
低
賃
金
基
準
を
定
め
て
い
る
。
各
地
域

の
政
府
が
責
任
を
持
っ
て
、
最
低
賃
金
基
準

を
調
整
し
、
国
が
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
指
導
・

統
率
を
行
っ
て
い
る
。

　

最
低
賃
金
基
準
の
確
定
・
調
整
に
当
た
っ

て
は
、
各
地
域
の
就
業
者
お
よ
び
そ
の
被
扶

養
者
の
最
低
生
活
費
、
都
市
部
住
民
の
消
費

者
物
価
指
数
（
Ｃ
Ｐ
Ｉ
）、
従
業
員
個
人
が

納
付
す
る
住
宅
積
立
金
、
従
業
員
の
平
均
賃

　

二
〇
一
二
年
の
全
国
住
民
の
ジ
ニ
係
数
は

〇
・
四
七
四
で
、
二
〇
〇
八
年
の
〇
・
四
九

一
よ
り
は
低
下
し
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て

高
い
水
準
が
続
い
て
い
る
。

　

二
〇
一
三
年
の
都
市
部
住
民
世
帯
の
一
人

当
た
り
可
処
分
所
得
（
二
万
六
九
五
五
元
）

は
、
農
村
住
民
世
帯
の
一
人
当
た
り
可
処
分

所
得
（
八
八
九
六
元
）
の
約
三
倍
で
あ
る
。

　

二
〇
一
二
年
の
平
均
年
収
が
最
高
の
地
域

は
北
京
市
（
八
万
四
七
四
二
元
）
で
、
最
低

の
広
西
省
（
三
万
六
三
八
六
元
）
の
二
・
三

倍
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
二
年
の
平
均
賃
金
が
最
高
の
産
業

は
金
融
業
（
八
万
九
七
四
三
元
）
で
、
最
低

の
農
林
業
（
二
万
二
六
八
七
元
）
と
比
べ
て

約
四
倍
の
格
差
が
あ
る
。

　

二
〇
一
二
年
の
全
国
の
都
市
部
に
お
け
る

就
業
者
の
平
均
賃
金
は
、
非
民
間
組
織
が
四

万
六
七
六
九
元
、
民
間
組
織
が
二
万
八
七
五

二
元
で
、
後
者
は
前
者
の
約
六
一
％
の
水
準

と
な
っ
て
い
る
。

　

中
国
の
最
低
賃
金
基
準
は
、
大
部
分
の
地

域
で
平
均
賃
金
の
四
〇
％
を
下
回
っ
て
い
る
。

賃
金
体
系
の
発
展
の
趨
勢

　

中
国
共
産
党
は
、
第
一
八
回
代
表
大
会
に

お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
時
点
で
、
都
市
・
農

村
住
民
の
一
人
当
た
り
平
均
実
質
所
得
を
二

〇
一
〇
年
比
で
倍
増
さ
せ
る
目
標
を
掲
げ
た
。

所
得
分
配
の
格
差
を
縮
小
さ
せ
、
中
所
得
層

を
引
き
続
き
拡
大
し
、
扶
助
が
必
要
な
貧
困

層
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。

　

労
働
市
場
の
需
給
関
係
や
企
業
の
経
済
的

収
益
を
反
映
す
る
賃
金
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

正
常
な
賃
金
上
昇
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
す
る
。

非
公
有
企
業
を
重
点
に
、
産
業
別
、
地
域
別

の
賃
金
集
団
交
渉
を
推
進
す
る
。
二
〇
一
五

年
ま
で
に
、
集
団
契
約
の
締
結
率
を
八
〇
％

ま
で
引
き
上
げ
、
一
部
の
産
業
で
従
業
員
の

賃
金
が
低
い
問
題
を
徐
々
に
解
決
し
て
い
く
。

　

政
府
は
、
国
有
企
業
の
高
級
管
理
職
の
賃

金
報
酬
管
理
を
強
化
し
、
賃
金
水
準
が
高
す

ぎ
る
国
有
企
業
に
対
し
て
調
整
・
制
御
を
実

施
す
る
。
税
金
、
社
会
保
障
、
移
転
支
出
を

主
な
手
段
と
す
る
再
分
配
に
よ
る
調
節
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
整
備
す
る
。
住
民
の
所
得
が
経
済

の
発
展
と
同
歩
調
で
増
加
し
、
労
働
報
酬
の

所
得
分
配
に
占
め
る
比
重
が
高
ま
り
、
労
働

報
酬
が
第
一
回
分
配
に
占
め
る
比
重
が
高
ま

る
よ
う
保
障
す
る
措
置
を
講
ず
る
。
そ
の
た

め
、
二
〇
一
五
年
に
は
最
低
賃
金
が
平
均
賃

金
の
四
〇
％
以
上
と
な
る
よ
う
、
地
方
政
府

に
最
低
賃
金
基
準
の
調
整
を
求
め
る
。

資料出所：中国国家統計局

資料出所：中国国家統計局
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金
、
経
済
発
展
の
レ
ベ
ル
、
就
業
状
況
等
が

参
考
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。「
最
低
賃

金
規
定
」
は
、
最
低
賃
金
基
準
を
少
な
く
と

も
二
年
に
一
回
は
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
規
定
し
て
い
る
。

　

最
低
賃
金
基
準
は
ラ
ン
ク
分
け
さ
れ
て
お

り
、
二
〇
一
三
年
は
、
一
四
地
域
が
四
ラ
ン

ク
、
一
一
地
域
が
三
ラ
ン
ク
、
二
地
域
が
二

ラ
ン
ク
、
三
直
轄
市
（
北
京
、
天
津
、
上
海
）

が
一
ラ
ン
ク
の
基
準
を
設
定
し
て
い
た
。

　

二
〇
〇
四
～
二
〇
一
三
年
の
間
に
、
各
地

域
の
最
低
賃
金
基
準
は
平
均
一
二
・
八
％
上

昇
し
た
。
二
〇
一
四
年
は
、
八
月
一
日
時
点

で
、
一
六
地
域
が
最
低
賃
金
基
準
を
引
き
上

げ
、そ
の
平
均
上
昇
率
は
一
三
・
二
％
で
あ
っ

た
（
表
１
）。

最
低
賃
金
の
特
徴

　

中
国
政
府
は
、「
安
定
成
長
、

改
革
促
進
、
構
造
調
整
、
民

生
優
遇
」
を
経
済
発
展
目
標

に
掲
げ
、
最
低
賃
金
基
準
を

Ｃ
Ｐ
Ｉ
上
昇
率
以
上
と
す
る

こ
と
を
重
要
な
政
策
手
段
の

一
つ
と
し
て
い
る
。
過
去
一

〇
年
間
の
平
均
最
低
賃
金
指

数
は
い
ず
れ
の
地
域
も
都
市

住
民
の
Ｃ
Ｐ
Ｉ
を
三
～
二
〇

ポ
イ
ン
ト
上
回
り
、
低
所
得

者
層
の
実
質
的
購
買
力
が
低

下
し
な
い
よ
う
保
障
し
て
き

た
。

　

最
低
賃
金
制
度
は
、
経
済

発
展
が
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト

を
低
所
得
層
が
享
受
す
る
こ

と
も
保
障
し
て
い
る
。
最
低

賃
金
指
数
と
物
価
指
数
、
一

人
当
た
り
平
均
Ｇ
Ｄ
Ｐ
指
数

の
推
移
を
み
る
と
、
最
低
賃
金
指
数
の
変
動

が
物
価
上
昇
分
を
補
う
と
同
時
に
、
一
人
当

た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
実
質
的
上
昇
が
示
す
経
済
発

展
の
成
果
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

二
〇
一
二
年
の
各
地
域
の
最
低
賃
金
が
平

均
賃
金
に
占
め
る
割
合
は
、
一
八
～
四
一
％

と
、
国
際
標
準
の
四
〇
～
六
〇
％
を
大
き
く

下
回
っ
て
い
る
（
表
２
）。
全
国
平
均
の
割

合
は
、
二
〇
〇
四
年
の
三
四
％
か
ら
二
〇
一

二
年
の
三
〇
％
へ
と
四
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。

こ
れ
は
都
市
部
就
業
者
の
平
均
賃
金
の
上
昇

率
が
相
対
的
に
高
い
こ
と
に
よ
る
。
二
〇
一

二
年
の
都
市
部
民
間
組
織
の
就
業
者
の
平
均

賃
金
に
占
め
る
最
低
賃
金
の
割
合
は
、
全
国

平
均
で
四
七
・
八
％
、
各
地
域
で
三
五
～
六

四
％
と
相
対
的
に
割
合
が
高
い
。

表２　中国の31地域における法定最低賃金が社会の平均賃金に占める割合
 単位：元 /年、%

地域
2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004

最低 
賃金

平均 
賃金 割合 最低 

賃金
平均 
賃金 割合 最低 

賃金
平均 
賃金 割合 最低 

賃金
平均 
賃金 割合 最低 

賃金
平均 
賃金 割合 最低 

賃金
平均 
賃金 割合 最低 

賃金
平均 
賃金 割合 最低 

賃金
平均 
賃金 割合

全国 13,755 45,816 30.02 12,151 41,047 29.60 10,440 36,103 28.92 8,503 28,593 29.74 7,463 24,642 30.29 6,950 20,546 33.83 5,802 18,311 31.69 5,519 16,212 34.05
北京市 15,120 84,742 17.84 13,920 75,482 18.44 11,520 65,158 17.68 9,600 55,844 17.19 8,760 45,823 19.12 7,680 39,684 19.35 6,960 34,191 20.36 6,540 29,674 22.04
天津市 15,720 61,514 25.56 13,920 55,658 25.01 11,040 51,489 21.44 9,840 39,990 24.61 8,880 33,312 26.66 8,040 27,628 29.10 7,080 25,271 28.02 6,360 21,754 29.24
河北省 15,840 38,658 40.97 13,200 35,309 37.38 10,800 31,451 34.34 9,000 24,276 37.07 6,960 19,742 35.25 6,960 16,456 42.29 6,240 14,707 42.43 6,240 12,925 48.28
山西省 13,500 44,236 30.52 11,760 39,230 29.98 10,200 33,057 30.86 8,640 25,489 33.90 7,320 21,315 34.34 6,600 18,106 36.45 6,240 15,645 39.88 6,240 12,943 48.21
内モンゴル自治区 14,400 46,557 30.93 12,600 41,118 30.64 10,800 35,211 30.67 8,160 25,949 31.45 6,720 21,794 30.83 6,720 18,382 36.56 5,040 15,985 31.53 5,040 13,324 37.83
遼寧省 13,200 41,858 31.54 13,200 38,154 34.60 10,800 34,437 31.36 8,400 27,179 30.91 7,080 22,882 30.94 7,080 19,365 36.56 5,400 17,331 31.16 5,400 14,921 36.19
吉林省 13,800 38,407 35.93 12,000 33,610 35.70  9,840 29,003 33.93 7,800 23,294 33.49 7,800 20,371 38.29 6,120 16,393 37.33 4,320 14,409 29.98 4,320 12,431 34.75
黒龍江省 13,920 36,406 38.24 10,560 31,302 33.74 10,560 27,735 38.07 8,160 21,764 37.49 7,440 18,481 40.26 7,440 15,894 46.81 4,680 14,458 32.37 4,680 12,557 37.27
上海市 17,400 78,673 22.12 15,360 75,591 20.32 13,440 66,115 20.33 11,520 52,122 22.10 10,080 44,976 22.41 9,000 37,585 23.95 8,280 34,345 24.11 7,620 30,085 25.33
江蘇省 15,840 50,639 31.28 13,680 45,487 30.07 11,520 39,772 28.97 10,200 31,297 32.59 10,200 27,212 37.48 9,000 23,657 38.04 8,280 20,957 39.51 7,440 18,202 40.87
浙江省 15,720 50,197 31.32 15,720 45,162 34.81 13,200 40,640 32.48 11,520 33,622 34.26 10,200 30,818 33.10 9,000 27,570 32.64 8,040 25,896 31.05 7,440 23,506 31.65
安徽省 12,120 44,601 27.17 12,120 39,352 30.80  8,640 33,341 25.91 6,720 25,703 26.14 6,720 21,699 30.97 6,240 17,610 35.43 4,920 15,334 32.09 4,920 12,928 38.06
福建省 14,400 44,525 32.34 13,200 38,588 34.21 10,800 32,340 33.40 9,000 25,555 35.22 9,000 22,277 40.40 7,800 19,424 40.16 5,640 17,146 32.89 5,760 15,603 36.92
江西省 10,440 38,512 27.11  8,640 33,239 25.99  8,640 28,363 30.46 6,960 20,597 33.79 6,120 18,144 33.73 6,120 15,370 39.82 4,320 13,688 31.56 4,320 11,860 36.42
山東省 14,880 41,904 35.51 13,200 37,618 35.09 11,040 33,321 33.13 9,120 26,234 34.76 7,320 22,734 32.20 7,320 19,135 38.25 6,360 16,614 38.28 4,920 14,332 34.33
河南省 12,960 37,338 34.71 12,960 33,634 38.53  9,600 29,819 32.19 7,800 24,438 31.92 7,800 20,639 37.79 5,760 16,791 34.30 5,760 14,282 40.33 4,560 12,114 37.64
湖北省 13,200 39,846 33.13 13,200 36,128 36.54 10,800 31,811 33.95 8,400 22,384 37.53 6,960 19,548 35.60 5,520 15,779 34.98 5,520 14,419 38.28 4,800 11,855 40.49
湖南省 13,920 38,971 35.72 12,240 34,586 35.39 10,200 29,670 34.38 7,980 24,146 33.05 7,620 21,060 36.18 7,200 17,400 41.38 5,760 15,659 36.78 5,520 13,928 39.63
広東省 15,600 50,278 31.03 15,600 45,060 34.62 13,200 40,432 32.65 10,320 33,282 31.01 9,360 29,658 31.56 9,360 26,400 35.45 8,208 23,959 34.26 8,208 22,116 37.11
広西チワン族自治区 12,000 36,386 32.98  9,840 33,032 29.79  9,840 30,673 32.08 8,040 24,798 32.42 6,000 21,251 28.23 6,000 17,571 34.15 5,520 15,461 35.70 5,520 13,579 40.65
海南省 12,600 39,485 31.91  9,960 36,244 27.48  9,960 30,775 32.36 7,560 21,767 34.73 6,960 19,220 36.21 6,960 15,843 43.93 6,000 14,417 41.62 6,000 12,652 47.42
重慶市 12,600 44,498 28.32 10,440 39,430 26.48  8,160 34,727 23.50 8,160 26,640 30.63 6,960 22,965 30.31 6,960 19,172 36.30 4,800 16,630 28.86 4,800 14,357 33.43
四川省 12,600 42,339 29.76 10,200 37,330 27.32 10,200 32,567 31.32 7,800 24,725 31.55 6,960 21,081 33.02 6,960 17,612 39.52 5,400 15,826 34.12 5,400 14,063 38.40
貴州省 11,160 41,156 27.12 11,160 36,102 30.91  9,960 30,433 32.73 7,800 23,979 32.53 7,800 20,254 38.51 6,600 16,481 40.05 4,800 14,344 33.46 4,800 12,431 38.61
雲南省 13,200 37,629 35.08 11,400 34,004 33.53  9,960 29,195 34.12 8,160 23,305 35.01 6,480 19,912 32.54 6,480 18,262 35.48 5,640 16,140 34.94 5,640 14,581 38.68
チベット自治区 14,400 51,705 27.85 11,400 49,464 23.05 11,400 49,898 22.85 8,760 44,055 19.88 5,940 42,820 13.87 5,940 29,119 20.40 5,940 28,950 20.52 5,940 30,873 19.24
陝西省 12,000 43,073 27.86 10,320 38,143 27.06  9,120 33,384 27.32 7,200 25,478 28.26 6,480 20,977 30.89 6,480 16,646 38.93 5,880 14,796 39.74 3,840 13,024 29.48
甘粛省 11,760 37,679 31.21  9,120 32,092 28.42  9,120 29,096 31.34 7,440 23,632 31.48 5,160 20,657 24.98 5,160 16,991 30.37 4,080 14,939 27.31 4,080 13,623 29.95
青海省 12,840 46,483 27.62 11,040 41,370 26.69  9,240 36,121 25.58 7,200 30,101 23.92 5,520 25,318 21.80 5,520 21,981 25.11 4,440 19,084 23.27 4,440 17,229 25.77
寧夏回族自治区 13,200 47,436 27.83 10,800 42,703 25.29  8,520 37,166 22.92 6,720 30,050 22.36 6,720 25,723 26.12 5,400 20,900 25.84 4,560 17,211 26.49 4,560 14,620 31.19
新疆ウィグル自治区 16,080 44,576 36.07 13,920 38,238 36.40 11,520 32,003 36.00 9,600 24,686 38.89 8,040 21,249 37.84 8,040 17,704 45.41 5,760 15,558 37.02 5,760 14,484 39.77

資料出所：『中国統計年鑑』
注：平均賃金は、都市部組織就業者の平均賃金

表1　2014年の法定最低賃金基準（単位：元 /月、％）

地域
最低賃金

上昇率
2013年 2014年

平均値 1,278 1,447 13.23 
1 北京市 1,400 1,560 11.43 
2 天津市 1,500 1,680 12.00 
3 山西省 1,290 1,450 12.40 
4 内モンゴル自治区 1,350 1,500 11.11 
5 上海市 1,620 1,820 12.35 
6 浙江省 1,470 1,650 12.24 
7 江西省 1,230 1,390 13.01 
8 山東省 1,380 1,500 8.70 
9 河南省 1,240 1,400 12.90 
10 重慶市 1,050 1,250 19.05 
11 四川省 1,200 1,400 16.67 
12 貴州省 1,030 1,250 21.36 
13 雲南省 1,265 1,420 12.25 
14 陝西省 1,150 1,280 11.30 
15 甘粛省 1,200 1,350 12.50 
16 青海省 1,070 1,250 16.82 

資料出所：各地域の人力資源社会保障部門
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最
低
賃
金
の
実
施
に
関
す
る
評
価

　

中
国
の
最
低
賃
金
制
度
は
、
保
障
、
共
同

享
受
、
公
平
の
機
能
を
持
つ
。
最
低
賃
金
の

上
昇
率
は
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
上
昇
率
を
上
回
る
ば
か

り
か
基
本
的
に
食
品
物
価
指
数
の
上
昇
率
を

も
上
回
り
、
最
低
賃
金
は
果
た
す
べ
き
保
障

機
能
を
発
揮
し
て
い
る
。
最
低
賃
金
基
準
を

引
き
上
げ
る
際
に
は
、
経
済
発
展
水
準
が
高

ま
っ
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
最
低
賃
金
を
適

度
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
全

て
の
構
成
員
が
経
済
発
展
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
よ
う
保
障

し
て
い
る
。
最
低
賃
金
の
公
平
機
能
は
、
最

低
賃
金
層
と
別
の
労
働
者
層
の
分
配
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
全
体
的
に
あ
ま
り
大
き
く
な
く
、

一
定
の
合
理
的
な
範
囲
内
に
保
た
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
中
国
の
民
間
組
織

の
平
均
賃
金
に
占
め
る
最
低
賃
金
の
割
合
は

相
対
的
に
高
く
、
賃
金
分
配
に
根
深
い
問
題

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

最
低
賃
金
は
、
マ
ク
ロ
経
済
の
運
営
や
企

業
の
生
産
性
と
つ
り
合
っ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
中
国
の
各
地
域
に
お
い
て
、

平
均
賃
金
と
失
業
率
と
の
間
に
は
基
本
的
に

高
い
相
関
関
係
は
存
在
し
な
い
。
最
低
賃
金

は
労
働
集
約
型
企
業
に
対
す
る
影
響
が
も
っ

と
も
大
き
く
、
低
級
部
署
、
低
技
能
、
低
賃

金
の
「
三
低
」
の
労
働
者
層
に
対
し
て
直
接

影
響
を
お
よ
ぼ
す
が
、
そ
の
他
の
類
型
の
企

業
や
そ
の
他
の
労
働
者
層
に
対
す
る
影
響
は

比
較
的
小
さ
い
。
民
間
企
業
数
や
民
間
企
業

で
働
く
人
の
数
は
年
々
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。

民
間
組
織
就
業
者
の
平
均
賃
金
が
全
国
平
均

値
を
下
回
る
製
造
業
、
卸
売
・
小
売
業
、
ホ

テ
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン
業
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
・

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
の
都
市
部
就
業
者
数
も

同
様
で
、
最
低
賃
金
が
上
が
っ
て
も
純
減
は

生
じ
て
い
な
い
。
中
国
の
最
低
賃
金
基
準
が

就
業
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
作
用
を
お
よ
ぼ

す
こ
と
を
証
明
で
き
る
十
分
な
理
由
は
見
当

た
ら
な
い
。

　

最
低
賃
金
の
上
昇
が
利
益
に
与
え
る
影
響

に
つ
い
て
、
利
益
と
賃
金
コ
ス
ト
は
一
方
が

上
昇
す
れ
ば
一
方
が
下
降
す
る
反
比
例
関
係

に
あ
る
。

　

一
九
九
六
～
二
〇
一
二
年
の
中
国
の
製
造

業
に
お
け
る
実
質
的
な
平
均
賃
金
上
昇
率
と

一
人
当
た
り
の
実
質
的
な
付
加
価
値
で
計
算

し
た
実
質
的
な
労
働
生
産
性
上
昇
率
と
を
比

較
す
る
と
、
二
〇
〇
四
年
ま
で
は
労
働
生
産

性
の
実
質
的
な
伸
び
が
、
同
時
期
の
賃
金
の

実
質
的
な
伸
び
を
上
回
っ
て
い
た
が
、
二
〇

〇
五
年
以
降
は
、
大
多
数
の
年
で
下
回
っ
て

い
る
（
表
３
）。

　

長
期
的
な
傾
向
を
み
る
と
、
賃
金
の
実
質

的
な
上
昇
率
と
労
働
生
産
性
上
昇
率
の
比
例

関
係
は
比
較
的
弱
い
。
し
か
し
、
こ
こ
数
年
、

賃
金
上
昇
率
は
明
ら
か
に
拡
大
し
て
い
る
。

総
人
口
に
占
め
る
労
働
年
齢
人
口
の
割
合
の

低
下
に
伴
う
賃
金
の
急
速
な
上
昇
が
徐
々
に

利
益
を
侵
食
し
、
企
業
は
リ
ス
ト
ラ
、
休
業

や
倒
産
、
生
産
転
換
や
産
業
移
転
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
。

　

最
低
賃
金
の
マ
ク
ロ
管
理
に
関
し
て
は
、

三
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
。
第
一
は
、
労
働

者
個
人
が
納
付
す
る
社
会
保
険
料
が
一
部
の

地
域
の
み
最
低
賃
金
基
準
に
含
ま
れ
て
お
り
、

住
宅
積
立
金
は
大
多
数
の
地
域
で
最
低
賃
金

基
準
に
含
ま
れ
て
い
な
い
な
ど
、
基
準
が
不

統
一
な
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
各
地
域
で
最

低
賃
金
基
準
を
調
整
す
る
際
、
多
く
の
場
合
、

マ
ク
ロ
経
済
指
標
と
の
比
較
を
考
え
る
の
み

で
、
企
業
の
生
産
経
営
状
況
を
あ
ま
り
考
慮

し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
第
三
は
、
最
低
賃

金
の
実
行
に
関
す
る
デ
ー
タ
収
集
が
困
難
な

た
め
、
国
が
最
低
賃
金
に
関
す
る
統
一
的
な

指
導
や
調
整
を
十
分
に
行
え
な
い
点
で
あ
る
。

最
低
賃
金
発
展
の
展
望

　

最
低
賃
金
制
度
は
低
所
得
の
労
働
者
層
の

賃
金
上
昇
と
そ
の
生
活
水
準
の
改
善
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
最
低
賃
金
の
平

均
上
昇
率
は
、
二
〇
一
一
年
二
二
％
（
二
四

地
域
）、
二
〇
一
二
年
二
〇
・
二
％
（
二
五

地
域
）、二
〇
一
三
年
一
七
％
（
二
七
地
域
）

で
あ
っ
た
。

　

中
国
政
府
は
、
賃
金
の
正
常
な
上
昇
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
構
築
し
、
経
済
発
展
、
物
価
変
動

等
の
要
素
に
基
づ
い
て
、
最
低
賃
金
基
準
を

適
時
調
整
し
、
二
〇
一
五
年
ま
で
年
平
均
一

三
％
以
上
引
き
上
げ
、
絶
対
多
数
の
地
域
の

最
低
賃
金
基
準
が
都
市
部
従
業
員
の
平
均
賃

金
の
四
〇
％
以
上
に
到
達
す
る
よ
う
目
標
を

定
め
て
い
る
。

表３　�中国の製造業企業における実質的な平均賃金と実質
的な労働生産性の上昇率の割合（1996～2012年）

年
製造業の企業の実
質的な平均賃金上
昇率

製造業の実質的な
労働生産性上昇率
（一人あたりの実
質的付加価値に基
づき計算）

比率
（実際の労働生産
性上昇率を1とし
た場合）

1996 0.32% 16.26% 0.02 

1997 1.99% 18.59% 0.11 

1998 19.78% 27.78% 0.71 

1999 11.78% 21.20% 0.56 

2000 11.37% 17.53% 0.65 

2001 10.93% 16.68% 0.66 

2002 13.69% 18.29% 0.75 

2003 14.15% 19.73% 0.72 

2004 8.88% 23.29% 0.38 

2005 10.05% 5.73% 1.75 

2006 12.70% 7.54% 1.68 

2007 11.02% 10.30% 1.07 

2008 9.29% -2.75% ——

2009 10.86% 13.69% 0.79 

2010 11.73% 3.20% 3.67 

2011 12.63% 13.56% 0.93 

2012 10.61% 5.73% 1.85 

平均値 10.61% 13.64% 0.78 

資料出所：中国統計年鑑に基づき計算


